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午前10時00分開会 

○議長（松山 力弥）  おはようございます。 

 本日から９月の定例会でございますけども、今回も非常事態宣言中でございますので、執行部

の方には議案に関係のある課長さんに出席していただきますので、御理解のほうよろしくお願い

いたします。 

 開会前に広報特別委員会より、会期中の議場内写真撮影の申し出があっており、許可したいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまから令和３年第３回須恵町議会定例会を開会します。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 ここで、世利孝志君より本日の会議について、児玉求君より本定例会の会期中の会議及び各委

員会等について欠席の届けがあっておりますので、御報告いたします。 

 まず、議会運営委員長に、運営委員会の経過報告を求めます。１３番、三上政義君。 

○議員（１３番 三上 政義）  おはようございます。 

 このたびは私もコロナ禍に巻き込まれまして、皆様方には非常に御迷惑、御心配をおかけいた

しました。この場をかりまして頭下げさせていただきます。皆さんもかからないように十分に御

注意いただきながら活動してほしいと思います。 

 それでは、議会運営委員会の御報告をいたします。 

 令和３年第３回定例会議会運営委員会の協議結果を報告いたします。 

 ８月２７日午前１０時より議会運営委員会を開催し、第３回定例会の運営について協議いたし

ました。今回提出された議案は１９件、報告２件、諮問２件でございます。ほかに町長諸報告

５件、閉会中の組合議会報告４件でございます。 

 委員会付託につきましては、総務建設産業委員会８件、文教厚生委員会２件、予算審査特別委

員会１件、決算審査特別委員会６件で、議案第４４号から第４９号までの決算認定、議案第

５４号から第５８号までの自治功労者の推戴について、諮問第１号、第２号の人権擁護委員の推

薦については、それぞれ関連議案のため一括議題といたします。 

 なお、議案第５２号及び５３号、諮問第１号及び第２号の人事案件は、本日提案理由の説明後、

採決を行います。 

 会期は、本日９月３日から１５日までの１３日間、６日、７日、８日にそれぞれ午前１０時か

ら決算審査特別委員会、９日午前９時より一般質問、終了後、全員協議会、１０日午前９時から

工事施工案件説明、終了後、各常任委員会、１３日午前１０時から予算審査特別委員会、１５日

午前１０時から最終本会議、終了後、広報特別委員会を開催いたします。 

 以上、議会運営委員会の報告を終わります。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第１．会期の決定について

○議長（松山 力弥）  日程第１、会期の決定についてを議題とします。 

 第３回定例会の会期を本日から９月１５日までの１３日間とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、第３回定例会の会期を本日から９月

１５日までの１３日間と決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第２．会議録署名議員の指名について

○議長（松山 力弥）  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１７条の規定により、２番議員、３番議員を指名示します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第３．町長諸報告

○議長（松山 力弥）  日程第３、町長の諸報告を求めます。平松町長。 

○町長（平松 秀一）  皆さん、おはようございます。 

 ９月定例会を招集しましたところ、２名の方の欠席がありますけども、無事に開催できますこ

とを感謝申し上げます。 

 それでは、町長報告、諸般の報告５件ということでございますけども、その前に８月の中旬か

ら降りました豪雨災害について若干触れさせていただきますと、私自身も昭和５２年に役場に入

ってから今までの中で、わずか５日間の間に５５０ミリを超す雨、初めて経験しました。災害と

申しますか、奇跡的に人的被害、大きな部分がなかったんですけども、報告を申し上げるとする

と、林道が３か所、農地が１か所、そしてため池ののり面崩落５か所が発生しております。この

件につきましては、議長とも御相談申し上げて迅速に対応するようにいたしております。 

 それでは、諸報告に入らさせていただきます。 

令和２年度一般会計決算について  

 まず初めに、令和２年度一般会計決算でございます。 

 令和２年度一般会計決算につきましては、歳入総額１３８億４,１３７万１,１８６円に対し、

歳出総額は１３３億９,７６６万７３３円、歳入歳出差引き４億４,３７１万４５３円でございま

す。 

 前年度決算額に対しまして、歳入は４４.４％、歳出は４６.２％の増となっております。財政

構造の弾力化を示します経常収支比率につきましては９２.５％と１.６％増加し、町村の適正水

準と言われる数値を超え、財政構造の硬直化が続いております。 
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 では、具体的に歳入から申し上げます。 

 町の自主財源の６３％を占めております町税でございますが、３１億６,３４８万円となって

おります。主に人口の増加に伴う納税義務者の増加などにより税収か伸びており、町税全体で

２.２％の増でございます。 

 次に、歳出でございます。 

 まず、人件費ですが、１４億６,５２４万円。２億２,１８８万円の増でございます。 

 職員数につきましては、一般事務、保育士等再任用職員を含めまして前年度からの職員数は

１名減の１５４人、保育所や新型コロナウイルス感染症への対応や制度改正により会計年度任用

職員の人件費が増加しております。今申し上げましたように、職員につきましては１５５人から

１５４人、嘱託職員が３４人であったのが、制度が変わりまして会計年度任用職員ということで

４２名の雇用を行っております。 

 次に、普通建設事業費でございますが、９億９,３２８万円。対前年度より２７.７％の増でご

ざいます。 

 令和２年度の主な事業といたしましては、補助事業では、保育所等整備事業費補助金及び第一、

第二小学校、須恵中学校、３校のトイレ洋式化工事、小・中学校情報通信ネットワーク環境整備

工事、毎年行っております道路改良事業がございました。単独事業では、文化会館１階ホワイエ

横トイレ改修工事を行っております。 

 次に、繰越金でございます。令和２年度の繰出金は、１３億１,４０３万円で、７,６６１万円、

率にして６.２％の増でございます。 

 町特別会計の繰出金として、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計へ約６億

８,７０３万円、公共下水道事業特別会計へ約２億９,６４４万円、農業集落排水事業特別会計へ

４,９２３万円、福岡県介護保険広域連合本部に負担金として２億８,１３２万円を支出しました。 

 なお、積立金につきましては、財政調整基金、減債基金につきましては、寄附金、利子及び不

動産売払い収入など９,５１８万円、ふるさと応援基金につきましては３億５,０２７万円を積立

てております。 

 基金の取崩しにつきましては、当初予算において５億７,０００万円を繰入金として予算計上

いたしておりましたが、最終的には１億円の取崩しとなりました。 

 財政調整基金、減債基金を合わせましたところの令和２年度末の基金残高は２８億

２,３９２万円、ふるさと応援寄附金は３億７,３７６万円となりました。 

 新型コロナウイルス感染症関連につきましては、国の交付金を活用いたしまして、特別定額給

付金事業をはじめとする経済対策や支援策、感染防止対策など総額３５億４,２４３万円を投じ

て積極的に対策を講じてまいりました。しかし、まだ終息には先が見えない状況でございますの
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で、必要な対策はスピード感をもって行ってまいりたいと考えております。 

 また、小・中学校をはじめ多くの公共施設の長寿命化や改修を今後進めてまいる所存でござい

ますので、議員の皆様、町民の皆様方の御理解と御協力をお願い申し上げる次第でございます。 

 最後に、議案の提出に併せまして、財政健全化法に伴います財政の健全化判断比率及び公営企

業の資金不足率を、監査委員の意見を付しまして御報告申し上げておりますが、両比率につきま

しては、前年度に引き続き正常の範囲内であったことを申し添えておきます。 

令和２年度水道事業会計決算について  

 次に、令和２年度水道事業会計決算についてでございます。 

 令和２年度は、例年と比較すればやや雨量が多く、水の安定的な供給ができたと思われます。 

 令和２年度収支は、消費税抜きで水道事業収益が６億１,０３０万３,７９０円に対しまして、

同費用は５億４,５９９万２,７９１円でした。 

 収入面では、主な収入であります給水収益が増加しており、これは人口の増加によるものです。

また、戸建て住宅やアパート等の集合住宅の新築に伴う給水申込み加入金につきましても宅地開

発の増加に伴い増加しております。 

 費用面では、主に受水費につきまして、令和元年度に行っていた春日那珂川地区水道企業団へ

の水の融通がなくなったことなどにより増加したため、昨年度に比べて約１,２４０万円の増と

なっております。 

 その結果、当年度純利益は６,４３１万９,９９０円の黒字決算となりました。今後も、今まで

以上に経常経費の削減と経営の効率化を図り、水道事業の健全な経営維持と良質な水を安定的に

供給できますよう努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

新型コロナウイルス感染症対策について   

 次に、新型コロナウイルス感染防止対策についてでございます。 

 いまだ新型コロナウイルスの感染は収まらず、本町が位置する福岡都市圏においても多くの感

染者が出ている状況でございます。 

 須恵町内の感染者数につきましては、７月末現在でございますが、累計で２６０名程度の感染

者を確認しております。現在まで感染者の公表はいたしておりませんでしたが、最近の急激な感

染拡大により、感染予防啓発のため、今後、不定期にはなるかと思いますが、公表をしてまいり

たいと考えております。 

 度重なる緊急事態宣言等の規制により、町施設の利用停止等、町民の皆様には御不便をおかけ

しておりますことを、ここで深くおわび申し上げます。 

 例年であれば１１月に実施しております町制施行駅伝競走大会におきましては、感染予防対策

の観点からやむなく今年度も中止の決定をさせていただいております。また、各行政区において



- 8 - 

開催していただいております敬老祝賀会につきましても、飲食等の自粛をお願いしているところ

でございます。 

 諸外国の状況を見てみますと、ワクチン接種が進んでいる国におきましても再び感染拡大の危

機に直面しております。 

 日本におきましても新規感染者が増え続け、コロナ終息にはまだ先が見えていない状況でござ

いますが、コロナ対策につきましては、国、県等の動向を見ながら、必要な対策はスピード感を

もって引き続き行ってまいりますので、今後とも御理解と御協力をお願いいたします。 

須恵町コロナウイルスワクチン接種事業の現状について  

 次に、須恵町コロナワクチン接種事業の現状についてでございます。 

 ワクチン接種は、５月に高齢者施設から接種を開始し、国の定めた接種順位に準じて、６月よ

り本格的に接種を進めてまいりました。 

 ６５歳以上の高齢者の方においては、約９割の方が２回目の接種を完了しており、希望される

方への接種がおおむね完了していると判断しております。 

 １２歳以上の接種対象者の接種率は、１回目の接種率は約５５％、２回目の接種を終えられた

方は約４５％です。 

 接種券は、１６歳以上の方は発送済みで、１２歳から１５歳の方には９月１３日より順次発送

し、対象者全ての方への発送は完了いたします。 

 集団接種は、８月までは週に４回程度、接種を実施してまいりましたが、国から配分されるワ

クチン供給量が、町が希望する数量どおりに納入されていないため、ワクチン供給量に応じた接

種体制に見直し、９月からは基本的に日曜日のみの実施としております。 

 しかし、１２歳以上の方の接種開始に伴い、９月と１０月の土曜日には、小・中・高校生を対

象とした優先接種日として、また、妊婦の方及びそのパートナーの方においては、日曜日に一般

の方とは別に優先接種枠を設け、一定期間、優先接種を実施いたします。 

 個別接種においては、接種回数の減少はあるものの、引き続き御協力をいただいている状況で

ございます。 

 町が運用しているワクチン予約システムで、個別接種も予約ができるように機能の追加を行っ

ております。現在、予約ができるのは水戸病院のみですが、利用を希望される医療機関があれば

追加し、利便性を高めてまいりたいと考えております。 

 接種会場では、対象者の年齢層も幅広くなり、１６歳未満のワクチン接種については、原則保

護者の同伴が必要など多様な対応が求められています。そのような中で副反応への対応や間違い

接種が起こらないように、再度、基本的な接種の流れに沿って必要な確認を十分に行い、徹底し

た予診後に接種をし、発生防止に努め、安全なワクチン接種を進めてまいります。 
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 また、当日のキャンセルや熱、問診で接種できなかったことによる余剰となったワクチンは、

須恵町の公的な職に従事していただいている方や、エッセンシャルワーカー、町の職員等に接種

してまいりましたが、今月より、一般の方を対象としたキャンセル待ち希望者の登録受付、運用

を開始し、これからも貴重なワクチンを無駄にしないよう努めてまいります。 

 今後も、国の方針転換や変化に対して柔軟に対応しながら、来年の２月末を待たず少しでも早

く、ワクチン接種を希望する１２歳以上の方への接種を完了させ、安心して暮らせる日常が迎え

られるように、この事業を進めてまいりますので、御理解と御協力をよろしくお願いいたします。 

マイナンバーカードの普及と利活用の促進について  

 最後に、マイナンバーカードの普及と利活用の促進についてでございます。 

 本町のマイナンバーカードの普及状況ですが、令和２年度に国がマイナポイント事業や、ＱＲ

コード付き申請書の送付等を実施したこともあって普及率は急伸し、令和３年８月１日現在、申

請率が４４.６％、交付率が３９.５％となっております。県内市町村の中にあっては交付率で

１０番目でございますから、須恵町の現状は総体的には普及が進んでいると考えています。 

 とはいえ４割でございますので、政府が目指している令和４年度末までには全国民に行き渡る

ことを目指すとしている目標は、全国のほとんどの自治体と同じく、はるか遠くにある状況でご

ざいます。 

 内閣府が実施した世論調査によると、マイナンバーカードを取得されていない方の理由で最も

多いのは、「取得する必要が感じられない」となっています。ですから、マイナンバーカードの

より一層の普及は、マイナンバーカードを使った様々なサービスを、住民の方に幅広く詳しく知

っていただき、大いに活用していただくこと、行政手続においても利活用できる仕組みをさらに

構築し、住民の利便性を高めることが一番大切になってまいります。 

 マイナンバーカードというと、限られた行政手続に使うマイナンバーの証明や、本人確認の手

段として使うこと以外の機能を活用されていらっしゃる方は、まだまだ少数だと認識しておりま

す。 

 しかし実は、マイナンバーカードの本当に便利な機能は、マイナンバーカードの裏面に搭載さ

れているＩＣチップ、ここに搭載されています。これを活用し、官公庁だけでなく、国が認めた

民間事業者が様々なサービスを行っています。 

 カードに搭載されている電子証明書を使えば、行政機関などが保有している自分だけの情報を

取得することができます。自分の税や年金の情報を取得することができたり、税の申告において

は医療費情報や保険料控除等の一括取得ができるので、証明書の自動入力や控除額の自動計算等

により、申告手続が非常に楽になっているようでございます。 

 住民票や印鑑証明等も、役場に来て申請書を書いて待つこともなく、日曜日にカードを使って
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コンビニエンスストアでの買い物のついでに取得していただくことができます。 

 また、「申請手続が面倒だから」ということもあります。これも、職員が申請専用の機器を使

って写真の撮影から申請までサポートしますので、５分程度で簡単に済むようになっております。

ぜひ、無料のコミュニティバスを利用して来庁いただきたいと考えております。 

 平日の日中に窓口に来られない方などに申請機会を増やすため、夜間役場に加えて第１水曜日

にマイナンバーカード申請交付の夜間窓口を設置しており、１０月２７日からは毎週水曜日の夜

に夜間窓口を開設いたします。 

 また、より便利に申請していただけるよう、各行政区の公民館を回っての出張受付申請サービ

スを行う計画をしております。緊急事態宣言の発令に伴う利用制限が解除されましたら、各行政

区長さんと協議して実施していきたいと考えております。 

 マイナンバーカードを普及促進するための施策として、さきの８月臨時議会に二つの提案をさ

せていただきました。 

 一つは、須恵町応援商品券事業です。 

 さきに述べましたように、マイナンバーカードには、短い時間では伝えられない本当に多くの

便利な機能があります。これらを活用して町民の皆さんにもっと多くの便利を実感していただき

たい。そのためには、まずマイナンバーカードを取得していただかなければ始まらないというこ

とで、この事業実施させていただきます。まずは取得していただく、そして機能を知っていただ

き、次に活用していただくことが目的です。 

 そして、広く住民の皆様のカードの取得が増えれば増えるほど商品券の利用が増え、それによ

って新型コロナウイルスの感染拡大による影響を大きく受けていらっしゃる町民の方の生活の一

助となり、疲弊している町内消費の活性化を図ることも大きな目的でございます。 

 二つ目の提案は、マイナンバーカードを利用した住民票等のコンビニ交付手数料の値下げでご

ざいます。 

 コンビニ交付は、住民票の写しや印鑑登録証明書などが、全国のコンビニエンスストア等の多

機能端末機でマイナンバーカードを読み取って簡単な操作で取得できます。平日、休日を問わず、

早朝から深夜まで利用できる大変便利なサービスございます。本町においては、平成２８年度に

導入して、年間２４３件からスタートして、令和２年度は１,６１６件と約７倍に伸びています。

窓口で住民の方に申請書を記載していただくこともなく、お待たせすることもなく行政サービス

を提供できる。住民の皆さんにとっても、マイナンバーカードの便利さを実感していただける

サービスの一つではないかと思っております。やはり住民・官公庁・企業がそれぞれメリットを

感じるものが、目指すべきサービスの形ではないかと考えております。 

 最後に、マイナンバーカードの普及促進の目的は、マイナンバーカードを活用して須恵町民の
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皆さんが今よりももっと暮らしの便利を得られることです。我が国におけるマイナンバーカード

が今後、住民の皆さんの暮らしの便利を実現するために活用される社会のインフラとなっていく

ということを確信し、普及と利活用を促進してまいりますので、議員各位の御理解と御支援をよ

ろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（松山 力弥）  これより町長の諸報告に対する質疑に入りますが、議案に関係のある事項

につきましては、提案の時に併せて質疑をお願いします。 

 町長の諸報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第４．議会報告

○議長（松山 力弥）  日程第４、これより議会報告に入ります。 

 閉会中に北筑昇華苑組合議会が開催されておりますので、組合議員の報告を求めます。１番、

白水春夫君。 

○議員（１番 白水 春夫）  おはようございます。 

 北筑昇華苑組合議会報告をいたします。 

 令和３年８月２日、古賀市役所会議室において、第２回定例会が開催されました。 

 日程第４、諸報告では、議会報告第１号の地方自治法の規定による出納検査及び定期監査の結

果報告がありました。 

 日程第５、議案第３号専決処分については、福岡県市町村退職手当組合を組織する地方公共団

体の数の増加及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更についてで、新規設置された田川地

区広域環境衛生施設組合の加入に伴うもので、全員賛成で承認しました。 

 日程第６、第４号議案令和２年度北筑昇華苑組合会計決算の認定については、歳入総額４億

５,３５３万３,１１５円、歳出総額３億７,５２６万５,４８９円、歳入歳出差引額７,８２６万

７,６２６円で、基金の取扱い等について質問があり、全員賛成で認定しました。 

 詳細は、議員控室に置いてありますので御参照ください。 

 以上、北筑昇華苑組合議会報告を終わります。 

○議長（松山 力弥）  次に、粕屋南部消防組合議会の報告を求めます。３番、稲永辰己君。 

○議員（３番 稲永 辰己）  おはようございます。 

 令和３年８月１０日火曜日に行われました令和３年第３回粕屋南部消防組合議会定例会につい

て御報告いたします。 

 消防組合定例会の議事日程については、お手元の資料のとおりでございます。 

 議案第１１号財産の取得（災害対応特殊救急自動車）については、財産を取得するため議会の
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議決を求めるもので、契約の目的、災害対応特殊救急自動車購入、契約の方法、指名入札、契約

金額３,２９２万３,０００円、契約の相手方、福岡トヨタ自動車株式会社となっており、全員賛

成で可決しました。 

 議案第１２号令和元年度粕屋南部消防組合一般会計補正予算（第１号）については、歳入歳出

予算の総額にそれぞれ６７３万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２１億

３,５１０万１,０００円とするもので、県道３５号線拡張工事に伴う移転補償費及び工事請負費

で、全員賛成で可決しました。 

 議案第１３号令和２年度粕屋南部消防組合一般会計歳入歳出決算認定については、実質収支に

関する調書のとおり、歳入総額２２億２,６６０万６,８３０円、歳出総額２１億９,３８３万

４,２２２円、歳入歳出差引額３,２７７万２,６０８円、実質収支額３,２７７万２,６０８円と

なっており、全員賛成で認定しました。 

 議案第１４号令和２年度粕屋南部消防組合粕屋中南部休日診療所事業特別会計歳入歳出決算認

定については、実質収支に関する調書のとおり、歳入総額４,７８５万１,５２７円、歳出総額

３,５４１万５,０５２円、歳入歳出差引額１,２４３万６,４７５円、実質収支額１,２４３万

６,４７５円となっており、全員賛成で認定しました。 

 詳細につきましては、議員控室に資料を置いておりますので御参照いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

 以上をもちまして粕屋南部消防組合議会報告を終わります。 

○議長（松山 力弥）  次に、須恵町外二ヶ町清掃施設組合議会の報告を求めます。５番、藤野正

剛君。 

○議員（５番 藤野 正剛）  おはようございます。 

 去る８月２０日、令和３年第２回須恵町外二ヶ町清掃施設組合議会定例会が開催されましたの

で御報告いたします。 

 議事日程につきましては、お手元の資料のとおりです。 

 日程第３、組合長諸報告では、し尿処理施設「酒水園」の令和２年度の処理料は、１万

８３２キロリットルで、ごみ処理施設「クリーンパークわかすぎ」につきましては、ＲＤＦ施設

において、４万３,２２９トンの可燃ごみを処理し、２万６,３３２トンのＲＤＦを大牟田リサイ

クル発電所に搬出。また、リサイクルプラザにおいては、３,４５３トンの不燃・粗大ごみ等を

処理し、そのうち有価物１,０００トンの排出により、３,２１７万円の売却益が出ているとの報

告があっております。 

 次に、大牟田リサイクル発電事業について、去る６月２９日の株主総会におきまして、第

２３期の事業報告がなされ、当期純利益は、前年比６,３２８万４,０００円の減で１億
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５,１８０万９,０００円で、繰越利益余剰金は１４億６,８２２万７,０００円で、全員賛成で承

認されたとの報告があっております。 

 最後に、次期ごみ処理施設整備事業の進捗状況につきまして、去る２月２５日に地元住民説明

会を開催し、特段の異論も出ることなく終了しており、今後は地元代表者と条件面などの協議を

進めていくとのことです。 

 また、次期ごみ処理施設整備に向け、一般廃棄物処理施設整備に係る基本計画・基本設計等各

種支援業務を株式会社エイト日本技術開発九州支社と３年契約を結んでおり、今後は新施設建設

に向けて各種調査等を行うとの報告があっております。 

 続いて、議案ですが、議案第８号令和２年度一般会計歳入歳出決算の認定について、決算総額

につきまして、収入済額１６億８,９００万３,２００円、支出済額１５億１,３６５万

４,５１８円で、歳入歳出差引残額１億７,５３４万８,６８２円となっております。 

 須恵町の分担金は、３億９９７万５,０００円で、３町分担金総額の３１.２％となっておりま

す。 

 全員賛成で認定しております。 

 議案第９号は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例についてで、現条例において新たな委員会等を設ける時に対応する項目がないため、須恵

町の条例の規定を準用する条項を付け加えるもので、全員賛成で可決しております。 

 議案第１０号は、令和３年度一般会計補正予算（第１号）についてで、歳入歳出それぞれ

４,４２１万９,０００円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ２０億２,２４３万５,０００円

とするものです。 

 減額の主な要因としましては、大牟田リサイクル発電所の解体費用の積立金の必要がなくなっ

たための減額と、前年度繰越金の増額によるものです。須恵町分担金につきましては、

５,１７１万４,０００円の減額となっており、全員賛成で可決しております。 

 詳細は、議員控室に置いてありますので御参照ください。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（松山 力弥）  次に、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会の報告を求めます。６番、川

口満浩君。 

○議員（６番 川口 満浩）  おはようございます。 

 糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会報告を行います。 

 令和３年８月２６日、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合において、第２回定例会が開催されま

した。 

 議事日程については、お手元の資料のとおりでございます。 
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 議案第３号令和３年度糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合一般会計補正予算（第１号）について

は、歳入歳出予算の総額を８,５７３万２,０００円に、歳入歳出それぞれ１,２４１万

９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ９,８１５万１,０００円とするものです。 

 歳入については、令和２年度に確定いたしました繰越金の追加、歳出については、予見し難い

将来の状況変化から生ずる財政需要に備える予備費を追加するもので、全員賛成で可決しました。 

 議案第４号令和２年度糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合一般会計歳入歳出決算の認定について

は、実質収支に関する調書のとおり、歳入総額１億１,７０５万９,５６４円、歳出総額

８,４６３万９,６１０円、歳入歳出差引額３,２４１万９,９５４円、実質収支額３,２４１万

９,９５４円となっており、歳入の主なものは、県補助金３,６４１万８,２８０円、財産売払収

入２,１６４万５,６７４円、繰越金２,４５５万２,２２９円、歳出の主なものは、総務管理費

１,３７４万２,１８９円、林業費５,３７９万９,７４６円、道路橋梁費１,６３１万３,６４５円

となっており、全員賛成で認定しました。 

 なお、詳細につきましては、議員控室に資料を置いていますので御参照ください。 

 以上、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会報告を終わります。 

○議長（松山 力弥）  そのほか閉会中の活動につきましては、事前に資料を載せておりますので、

報告を省略します。 

 議会報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なし

と認めます。 

 これより議事に入りますが、一括議題についてお諮りします。 

 議案第４４号から議案第４９号、議案第５４号から議案第５８号、諮問第１号及び諮問第２号

は、それぞれ関連議案でありますので一括議題とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、一括議題とすることに決定しました。 

 次に、議案第５２号及び議案第５３号並びに諮問第１号及び諮問第２号は、議会運営委員長報

告にありましたように、提案理由の説明後、本日採決を行いたいと思いますが御異議ありません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、本日採決することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第５．議案第４４号

日程第６．議案第４５号

日程第７．議案第４６号



- 15 - 

日程第８．議案第４７号

日程第９．議案第４８号

日程第１０．議案第４９号

○議長（松山 力弥）  日程第５、議案第４４号令和２年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて、日程第６、議案第４５号令和２年度須恵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、日程第７、議案第４６号令和２年度須恵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について、日程第８、議案第４７号令和２年度須恵町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、日程第９、議案第４８号令和２年度須恵町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、日程第１０、議案第４９号令和２年度須恵町水道事業会計決算の認定について、

以上６議案を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。横山会計管理者。 

○会計管理者（出納課理事）（横山  剛）  おはようございます。 

 それでは、議案第４４号から議案第４８号までの令和２年度須恵町一般会計及び各特別会計の

歳入歳出決算の認定について一括して御説明申し上げます。 

 なお、先ほどの町長の諸報告と一部重複する部分があるかと思いますが、御了承をお願いいた

します。 

 また、監査委員による決算審査につきまして、去る７月１５日から７月３０日まで実施されま

して意見書を提出していただいておりますので、決算の内容、主な財政指標等を後ほど御参照い

ただきたいと思います。 

 それでは、別冊の令和２年度須恵町歳入歳出決算書により説明いたします。 

 最初に、議案第４４号令和２年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定についてです。 

 決算書の４ページ、５ページをお開きください。 

 歳入の収入済額の主な構成比を申し上げますと、１款町税は歳入全体の２２.９％、７款地方

消費税交付金４.１％、１０款地方交付税１４.１％、次の６ページ、７ページに移りまして、

１４款国庫支出金３３.７％、１５款県支出金６.６％、１７款寄附金６.７％、２１款町債

４.０％で、歳入合計の行の歳入済額合計の予算現額に対する収入率は９７.７％、調定額に対す

る収入率は９９.０％となっております。 

 次に、８ページ、９ページの歳出の支出済額の主な構成比を申し上げます。 

 ２款総務費は、歳出全体の１６.０％、３款民生費２８.９％、４款衛生費６.５％、８款土木

費４.９％、次の１０ページ、１１ページに移りまして、９款消防費２４.７％、１０款教育費

１０.３％、１２款公債費４.５％となっております。歳出合計の行の支出済額合計の予算現額に

対する執行率は９４.６％ですが、予算現額から翌年度繰越額２億４,６６９万６,６２０円を除
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いた執行率は９６.３％となっております。 

 翌年度へ繰越す額の内容は、新型コロナウイルスワクチン接種事業、農業施設維持管理事業で

ございます。 

 次の１２ページ、実質収支に関する調書ですが、歳入総額１３８億４,１３７万１,１８６円に

対して歳出総額１３３億９,７６６万７３３円で、歳入歳出差引額４億４,３７１万４５３円、こ

の形式収支から翌年度へ繰越すべき財源、（２）繰越明許費繰越額２,７４０万２,６２０円を引

いた実質収支額は４億１,６３０万７,８３３円、この実収支額から前年度の実収収支額を引いた

単年度収支は７２８万８,４１７円の黒字ですが、これに黒字要素であります財政調整基金への

積立額９,４９４万９,０００円を加え、赤字要素であります財政調整基金からの取崩額１億円を

差し引いた実質単年度収支も２２３万７,４１７円の黒字となってございます。 

 次に、議案第４５号令和２年度須恵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてです。 

 ２５４ページ、２５５ページをお開きください。 

 一番下の行の歳入合計欄の収入済合計の予算に対する収入率は１００.２％、調定額に対する

収入率は９１.９％、次の２５６ページ、２５７ページの一番下の行の歳出合計欄の支出済額合

計の予算に対する執行率は、ほぼ１００％となっております。 

 次の２５８ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書ですが、歳入総額２９億５,９９０万３,１１３円に対して、歳出総額

２９億５,３０２万５,８６６円で、歳入歳出差引額は６８７万７,２４７円となり、実質収支額

も高額です。これを単年度収支で見ますと５,９１５万５,５４６円の赤字です。これに黒字要素

であります前年度の交付金返還金等６,８１１万７０１円を加え、法定繰入金以外の一般会計か

らの赤字補てん繰入金３,２００万円を差し引いた実質単年度収支は２,３０４万４,８４５円の

赤字となっております。 

 次に、議案第４６号令和２年度須恵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてで

す。 

 ２８８ページ、２８９ページをお開きください。 

 歳入済額合計の予算に対する収入率は９９.７％、調定に対する収入率は９８.５％、次の

２９０ページ、２９１ページの支出済額合計の予算に対する執行率は９５％となっております。 

 次の２９２ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書ですが、歳入総額３億８,１０２万４,５５５円に対して、歳出総額３億

６,３０４万１８８円で、歳入歳出差引額は１,７９８万４,３６７円、実質収支額も同額です。 

 次に、議案第４７号令和２年度須恵町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてで

す。 



- 17 - 

 ３０６ページ、３０７ページをお開きください。 

 収入済額合計の予算に対する収入率は１００.１％、調定に対する収入率は９９.２％、次の

３０８ページ、３０９ページの支出済額合計の予算現額に対する執行率は９９.５％となってい

ます。 

 次の３１０ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書ですが、歳入総額１０億７,４７２万２,２７４円に対して、歳出総額

１０億６,７９８万７,１６７円で、歳入歳出差引額は６７３万５,１０７円、実質収支額も同額

になります。 

 最後に、議案第４８号平成２年度須恵町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てです。 

 ３３０ページ、３３１ページをお開きください。 

 収入済額合計の予算に対する収入率は、ほぼ１００％で、調定に対する収入率は９９.９％で

す。 

 次の３３２ページ、３３３ページの支出済額合計の予算に対する執行率は９６.６％となって

おります。 

 次の３３４ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書ですが、歳入総額９,０３４万６,３９６円に対して、歳出総額

８,７２９万５,３８７円で、歳入歳出差引額は３０５万１,００９円で、実質収支額も同額にな

ります。  

以上でございます。 

○議長（松山 力弥）  次に、稲永上下水道課長。 

○上下水道課長（稲永 勝章）  おはようございます。 

 それでは、議案第４９号令和２年度須恵町水道事業会計決算の認定についてでございます。 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和２年度須恵町水道事業会計決算書を別冊の

とおり、監査委員の意見をつけて認定に付するもので、本議会の決議を求めるものです。 

 別冊の令和２年度水道事業会計決算書で説明いたします。 

 ４ページ、５ページをお願いします。 

 令和２年度須恵町水道事業決算報告書です。 

 なお、以下消費税込みの決算額を報告いたします。 

 （１）収益的収入及び支出のうち収入は第１款水道事業収益、５ページの２列目で決算額６億

６,８２０万９,５０１円、前年度比３.９％の増です。主なものは給水収益及び手数料の増です。 

 次に、支出は、第１款水道事業費用、６ページの３列目で決算額５億７,２７８万４,９８４円、
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前年度比３％増です。主なものは給水費の増です。 

 次に６ページ、７ページをお願いします。 

 （２）資本的収入及び支出のうち収入は第１款資本的収入、７ページの３列目で決算額

２,１８４万１,２６５円、前年度比３７.７％の減です。これは下水道管敷設に伴う公共下水道

事業から水道管移設補償費の減によるものです。 

 次に支出は、第１款資本的支出、７ページの２列目で、決算額１億２,５７０万８,１２３円、

前年度比２３.８％の減です。これは主に下水道工事に伴う工事請負費の減によるものです。 

 ６ページの下段です。資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億３８６万６,８５８円は、

過年度損益勘定留保資金、消費税及び地方消費税、資本的支出調整額で補てんいたしました。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第４４号から議案第４９号については、議長、監査委員を除く１２人で構

成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、審査することにしたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第４４号から議案第４９号は、決算

審査特別委員会に付託し、審査することに決定しました。 

 なお、正・副委員長については、調整ができておりますので報告します。 

 委員長に今村桂子君、副委員長に田ノ上真君であります。 

 ここでお諮りします。暫時休憩をしたいと思いますが御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、暫時休憩いたします。再開を１１時

１０分といたします。 

 休憩に入ります。 

午前10時59分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡

午前11時09分再開 

○議長（松山 力弥）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第１１．議案第５０号

○議長（松山 力弥）  日程第１１、議案第５０号須恵町予防接種健康被害調査委員会条例の一部
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を改正する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。舛本健康増進課長。 

○健康増進課長（舛本 直明）  おはようございます。 

 議案書の１ページをお願いします。 

 議案第５０号須恵町予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例についてです。こ

の条例について別紙のとおり提出するものです。 

 提案理由です。 

 須恵町予防接種健康被害調査委員会を組織する委員の団体名称を現状に合わせるため、当該条

例の一部を改正する必要が生じたので提案するものです。 

 新旧対照表で説明いたします。３ページをお願いします。 

 今回の改正は、第３条第２項中の「粕屋郡医師会」を「粕屋医師会」に、第７条中の「保健環

境課」を「健康増進課」に改めます。 

 ２ページをお開きください。附則です。この条例は公布の日から施行するとしています。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第５０号を文教厚生委員会に付託したいと

思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第５０号を文教厚生委員会に付託い

たします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第１２．議案第５１号

○議長（松山 力弥）  日程第１２、議案第５１号財産の取得についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。諸石総務課長。 

○総務課長（諸石  豊）  議案書の１ページをお願いします。 

 議案第５１号財産の取得についてでございます。 

 財産を取得することについて、須恵町有財産の取得管理及び処分に関する条例第２条の規定に

より、本議会の議決を求めるものでございます。 

 取得する財産、小型動力ポンプ４台。取得の方法、指名競争入札。取得価格、８６２万

４,０００円。契約の相手方、福岡市中央区平尾３丁目１７番６号、株式会社福岡トーハツ代表

取締役澤田守雄。 

 提案理由といたしまして、須恵町消防団の須恵分団、乙植木分団、新生分団及び新原分団の小
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型動力ポンプが耐用年数の１０年を超えており、更新するため提案するものでございます。 

 以上、御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第５１号を総務建設産業委員会に付託した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第５１号を総務建設産業委員会に付

託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第１３．議案第５２号

○議長（松山 力弥）  日程第１３、議案第５２号須恵町監査委員の選任についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。平松町長。 

○町長（平松 秀一）  議案第５２号須恵町監査委員の選任についてでございます。 

 須恵町監査委員に下記の者を選任したいので、地方自治法第１９６条の規定により、本議会の

同意を求めるものでございます。 

 住所、糟屋郡須恵町大字須恵６６９番地、氏名、吉松辰美、生年月日、昭和２７年６月２４日

６９歳、任期、令和３年１２月２２日より令和７年１２月２１日まででございます。 

 提案理由の説明といたしましては、現在の監査委員吉松辰美氏が、令和３年１２月２１日をも

って任期満了が来ますので、再任をお願いするものでございます。よろしく審査をお願いいたし

ます。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本案は人事案件でありますので、討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。討論を省略し、議案第５２号について採決に入り

ます。本案に御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第５２号須恵町監査委員の選任につい

ては、原案のとおり同意することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第１４．議案第５３号
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○議長（松山 力弥）  日程第１４、議案第５３号須恵町固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。平松町長。 

○町長（平松 秀一）  議案第５３号須恵町固定資産評価審査委員会委員の選任についてでござい

ます。 

 須恵町固定資産評価審査委員会委員に下記の者を選任したいので、地方自治法第４２３条第

３項の規定により、本議会の同意を求めるものでございます。 

 住所、糟屋郡須恵町大字佐谷１６５５番地、氏名、貝原雅俊、生年月日、昭和２６年１月４日

７０歳、任期、令和３年１０月１日より令和６年９月３０日でございます。 

 提案理由の説明としまして、現在、審査委員をお願いしております貝原雅俊氏が、令和３年

９月３０日をもって任期満了となるため、再任をお願いするものでございます。よろしく審査を

お願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本案は人事案件でありますので、討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。討論を省略し、議案第５３号について採決に入り

ます。本案に御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第５３号須恵町固定資産評価審査委員

会委員の選任については、原案どおり同意することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第１５．議案第５４号

日程第１６．議案第５５号

日程第１７．議案第５６号

日程第１８．議案第５７号

日程第１９．議案第５８号

○議長（松山 力弥）  日程第１５、議案第５４号から日程第１９、議案第５８号までの自治功労

者の推戴について、以上５議案を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。平松町長。 

○町長（平松 秀一）  議案第５４号自治功労者の推戴についてでございます。 
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 自治功労者に下記の者を推戴したいので、須恵町表彰条例第１０条第１項の規定により、本議

会の同意を求めるものでございます。 

 住所、糟屋郡須恵町大字植木４０３番地、氏名、今泉靖親、生年月日、昭和２１年８月２１日

７５歳。 

 提案理由といたしましては、自治功労者の推戴について提案するものでございまして、表彰条

例に該当する経歴については、次ページに添付しておりますので御参照ください。 

 続きまして、議案第５５号自治功労者の推戴についてでございます。 

 自治功労者に下記の者を推戴したいので、須恵町表彰条例第１０条第１項の規定により、本議

会の同意を求めるものでございます。 

 住所、糟屋郡須恵町大字旅石７２番地、氏名、丸山信幸、生年月日、昭和２４年７月４日

７２歳。 

 提案理由は先ほどと同じで、自治功労者に推戴を提案するものでございます。表彰規定に該当

する経歴については、次ページに添付しておりますので御参照ください。 

 議案第５６号自治功労者の推戴について。 

 自治功労者に下記の者を推戴したいので、須恵町表彰条例第１０条第１項の規定により、本議

会の同意を求めるものでございます。 

 住所、糟屋郡須恵町大字須恵６６４番地１、氏名、藤石豊、生年月日、昭和２５年１０月８日

７０歳。 

 提案理由は先ほどと一緒で、自治功労者の推戴について提案するものでございまして、表彰条

例に該当する経歴については、次ページに添付しておりますので御参照ください。 

 議案第５７号自治功労者の推戴についてでございます。 

 自治功労者に下記の者を推戴したいので、須恵町表彰条例第１０条第１項の規定により、本議

会の同意を求めるものでございます。 

 住所、糟屋郡須恵町大字佐谷３８７番地２、氏名、百田清二、生年月日、昭和２６年１月９日

７０歳。 

 提案理由は先ほどと一緒で、自治功労者の推戴を提案するものでございまして、表彰条例に該

当する経歴については、次ページに添付しておりますので御参照いただきたいと思います。 

 続きまして、議案第５８号自治功労者の推戴についてでございます。 

 自治功労者に下記の者を推戴したいので、須恵町表彰条例第１０条第１項の規定により、本議

会の同意を求めるものでございます。 

 住所、糟屋郡須恵町大字植木７１４番地の１、氏名、柴田真人、生年月日、昭和２６年５月

１６日７０歳。 
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 提案理由は先ほどと一緒で、自治功労者の推戴について提案するものでございまして、表彰条

例に該当する経歴は、次ページに添付いたしておりますので御参照ください。よろしく御審査お

願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第５４号から議案第５８号までの５議案を

総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第５４号から議案第５８号までの

５議案を総務建設産業委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第２０．議案第５９号

○議長（松山 力弥）  日程第２０、議案第５９号令和３年度須恵町一般会計補正予算（第４号）

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。諸石総務課長。 

○総務課長（諸石  豊）  議案書の１ページをお願いします。 

 議案第５９号令和３年度須恵町一般会計補正予算（第４号）についてでございます。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、別冊のとおり提出するので、本議会の議決を求め

るものでございます。 

 内容につきましては、令和３年度歳入歳出補正予算書で説明いたします。補正予算書の１ペー

ジをお願いします。 

 令和３年度須恵町一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億４,７０６万

２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１０７億７,８８４万６,０００円とするものです。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の金額は、第

１表歳入歳出予算補正による。第２条で、地方債の追加、変更は、第２表地方債補正による。第

３条で、債務負担行為の追加は、第３表債務負担行為補正によるとしております。 

 補正予算書の２ページをお願いします。 

 まず、歳入からです。主なものを申し上げます。 

 １４款２項国庫補助金３,８１１万２,０００円の増額は、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金３,４２０万２,０００円、マイナポイント事業費国庫補助金１９６万円、新型コ

ロナウイルス感染症対策支援事業費国庫補助金９５万円、保育所等におけるＩＣＴ化推進等事業

費国庫補助金１００万円の増額補正。 
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 １５款２項県補助金１,０３８万４,０００円の増額は、主に畜産振興総合対策事業費県補助金

２４５万５,０００円、農業農村整備事業費県補助金７２０万円の増額補正。 

 １６款２項の財産売払収入は、不動産売払収入３,２２４万７,０００円の増額補正。 

 １９款１項繰越金は、収支調整のため、前年度繰越金３,６２７万６,０００円を増額補正。 

 ２０款３項雑入１,７６８万６,０００円の増額は、社会福祉協議会交付金の前年度交付金返納

金を増額補正。 

 ２１款１項町債は、臨時財政対策債１０５万７,０００円、緊急自然災害防止対策事業債

１,０８０万円を増額補正しております。 

 続いて３ページ、歳出です。主なものを申し上げます。 

 ２款１項総務管理費３,８７４万２,０００円の増額補正は、基金管理事務で財政調整基金積立

金２,０９８万３,０００円、庁舎内自動水栓化事業１,４３０万円の増額。 

 ２款３項戸籍住民基本台帳費２,００２万２,０００円の増額補正は、職員人件費の増額。 

 ３款２項児童福祉費７４２万７,０００円の増額補正は、新型コロナウイルス感染症対策支援

事業費補助金、保育所等におけるＩＣＴ化推進等事業補助金、園外保育活動コロナ対策補助金等

の増額です。 

 ４款１項保健衛生費１,５２５万円の増額補正は、空家等対策事業１,０２５万円、町有地管理

事務５００万円の増額。 

 ６款１項農業費２,０４５万５,０００円の増額補正は、酪農生産機械設備整備補助金２４５万

５,０００円、新屋敷堰シーブ取替工事請負費１,８００万円の増額補正。 

 ８款２項道路橋梁費１,２５０万円の増額補正は、道路新設改良費の増額補正。 

 ８款５項下水道費１,１７５万３,０００円の減額補正は、公共下水道事業特別会計繰出金の減

額。 

 １０款１項教育総務費２,１８８万円の増額補正は、主に新型コロナウイルス対応教育環境支

援事業２,１１３万４,０００円の増額。 

 ４項幼稚園費８３５万５,０００円の増額補正は、主に幼稚園施設整備維持管理事業８００万

６,０００円の増額。 

 ５項社会教育費１２０万４,０００円の増額補正は、類似公民館等施設整備費補助金の増額で

す。 

 ４ページをお願いします。第２表地方債補正です。 

 １、追加。起債の目的、緊急自然災害防止対策事業債、限度額１,０８０万円。起債の方法、

利率、償還の方法は記載のとおりです。 

 ２、変更。起債の目的、臨時財政対策債、変更前４億３,０００万円を、変更後４億
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３,１０５万７,０００円とするものです。起債の方法、利率、償還の方法の変更はございません。 

 ５ページをお願いします。第３表債務負担行為補正の追加です。 

 議会広報印刷製本費、限度額４８４万８,０００円、地方公務員定年延長関連例規整備支援業

務委託、限度額１３２万円、須恵町包括業務委託、限度額６億５,５８０万円、広報すえ印刷製

本費、限度額４,０５６万円、自治体クラウドサービス更新業務委託、限度額２,１０８万

７,０００円、須恵町統合型校務支援システム導入運用保守業務委託、限度額２,２００万円、期

間はそれぞれ記載のとおりでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第５９号を議長を除く１３人で構成する予

算審査特別委員会を設置し、付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第５９号を予算審査特別委員会に付

託します。なお、正副委員長については、決算審査特別委員会同様、委員長に今村桂子君、副委

員長に田ノ上真君であります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第２１．議案第６０号

○議長（松山 力弥）  日程第２１、議案第６０号令和３年度須恵町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。百田住民課長。 

○住民課長（百田  敦）  議案書の１ページをお願いします。 

 議案第６０号令和３年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）についてでございま

す。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるもの

です。 

 内容につきましては、別冊の令和３年度歳入歳出補正予算書で説明いたします。補正予算書の

１ページをお願いいたします。 

 令和３年度須恵町の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条歳入歳出予算の総額にそれぞれ１５０万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を３０億２,３７０万８,０００円とするものです。 

 第２項で、款項の区分及び金額は、次のページの第１表歳入歳出予算補正によるとしています。 

 次の２ページをお願いいたします。まず、歳入からです。 
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 ５款１項他会計繰入金１５０万円の増額補正は、その他一般会計繰入金の増額によるものです。 

 続いて３ページ、歳出です。 

 ８款１項償還金及び還付加算金１５０万円の増額補正は、保険税過誤納還付金不足による増額

補正です。 

 以上です。御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第６０号を文教厚生委員会に付託したいと

思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第６０号を文教厚生委員会に付託し

ます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第２２．議案第６１号

○議長（松山 力弥）  日程第２２、議案第６１号令和３年度須恵町公共下水道事業特別会計補正

予算（第２号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。稲永上下水道課長。 

○上下水道課長（稲永 勝章）  議案書の１ページをお願いします。 

 議案第６１号令和３年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）についてでござい

ます。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるもの

です。 

 補正予算書の１ページをお願いします。 

 令和３年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条歳入歳出予算の総額にそれぞれ２,８００万円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ１１億６,００１万１,０００円とするものです。第２項で、款項の区分

及び金額は、第１表歳入歳出予算補正によるとしています。地方債の補正、第２条地方債の変更

は、第２表地方債補正によるとしています。 

 ２ページをお願いします。第１表歳入歳出予算補正、歳入です。 

 ５款１項他会計繰入金、補正額１,１７５万３,０００円の減額補正は、一般会計繰入金の収支

調整による減額です。７款４項雑入、補正額１,３１５万３,０００円の増額補正は、前年度に支

出した多々良川流域下水道維持管理負担金の余剰分の返還金です。８款１項町債、補正額

２,６６０万円の増額補正は、工事量の増加に伴う下水道事業債の増額です。 
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 ３ページをお願いします。歳出です。 

 ２款１項下水道事業費、補正額２,８００万円の増額補正は、主に管渠築造工事の追加による

ものです。 

 ４ページをお願いします。 

 第２表地方債補正。１、変更。起債の目的、下水道事業債多々良川流域関連公共下水道分、限

度額１億６,４９０万円を１億９,１５０万円に変更いたします。これは、工事量の増加に伴うも

のです。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第６１号を総務建設産業委員会に付託した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第６１号を総務建設産業委員会に付

託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第２３．議案第６２号

○議長（松山 力弥）  日程第２３、議案第６２号令和３年度須恵町水道事業会計補正予算（第

２号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。稲永上下水道課長。 

○上下水道課長（稲永 勝章）  議案書の１ページをお願いします。 

 議案第６２号令和３年度須恵町水道事業会計補正予算（第２号）についてでございます。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるもの

です。 

 補正予算書の１ページをお願いします。 

 第１条、令和３年度須恵町の水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 第２条、予算、第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正するものです。 

 支出、第１款第１項営業費用、補正額２,４９５万円の増額補正です。これは、緩速濾過池更

生修理及び原水浄水施設修理の増額です。 

 第３条、予算、第４条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正するものです。 

 支出、第１款第１項改良費、補正額２,５２７万２,０００円の減額補正です。これは、緩速濾

過池更生工事の予算科目の組替えによる減額です。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 
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○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第６２号を総務建設産業委員会に付託した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第６２号を総務建設産業委員会に付

託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第２４．報告第６号

○議長（松山 力弥）  日程第２４、報告第６号令和２年度須恵町健全化判断比率の報告について

を議題とします。 

 報告を求めます。諸石総務課長。 

○総務課長（諸石  豊）  報告第６号令和２年度須恵町健全化判断比率の報告についてでござい

ます。 

 １ページをお願いいたします。 

 令和２年度須恵町健全化判断比率について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、監査委員の意見を付け

て、別紙のとおり報告いたします。 

 この法律は、各自治体が財政の健全性に関する比率を公表し、財政の早期健全化及び財政の再

生を図ることを目的にしております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 実質赤字比率は、一般会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する利率でございます。

連結実質赤字比率は、一般会計及び特別会計を含めた町全体の会計を対象にした実質赤字の標準

財政規模に対する比率です。どちらも赤字がありませんので、ハイフン記号で表示をしておりま

す。 

 実質公債費率とは、一般会計が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率で３年間の

平均です。今年は７.２％、前年度は７.３％でしたので、０.１ポイント下がっております。こ

れは須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金が、施設整備の償還終了により減となったためでござい

ます。この比率の早期健全化基準は２５％ですので、須恵町は健全な団体と言えます。 

 次に、将来負担比率は、公営企業出資法人等含めた一般会計等が将来負担すべき実質的な負債

の標準財政規模に対する利率でございます。５０.５％、前年度が６１％でしたので１０.５ポイ

ント下がりました。これは運動公園整備事業の償還終了、公営企業債等繰入見込額の減、ふるさ

と応援基金積立金の増による充当可能基金の増加によるものでございます。この比率の早期健全
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化基準は３５０％ですので、これも須恵町は健全な団体と言えます。 

 なお、別冊の決算審査意見書では、監査委員に書類審査をしていただきましたところ、以上の

比率について適正である旨、御意見を頂いております。 

 以上でございます。 

○議長（松山 力弥）  報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。癩癩質疑なしと認めます。よって、報告済みとします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第２５．報告第７号

○議長（松山 力弥）  日程第２５、報告第７号令和２年度須恵町公営企業の資金不足比率の報告

についてを議題とします。 

 報告を求めます。稲永上下水道課長。 

○上下水道課長（稲永 勝章）  １ページをお願いいたします。 

 報告第７号令和２年度須恵町公営企業の資金不足比率の報告についてでございます。 

 令和２年度須恵町公営企業の資金不足について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、監査委員の意見を付

けて、別紙のとおり報告するものです。 

 次のページをお願いいたします。 

 １、令和２年度公営企業資金不足比率、特別会計の名称、水道事業会計、公共下水道事業特別

会計、農業集落排水事業特別会計の３会計とも、資金不足比率には該当しないことを報告いたし

ます。 

 以上です。 

○議長（松山 力弥）  報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。癩癩質疑なしと認めます。よって、報告済みとします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第２６．諮問第１号

日程第２７．諮問第２号

○議長（松山 力弥）  日程第２６、諮問第１号及び日程第２７、諮問第２号人権擁護委員の推薦

について、以上諮問２件を一括議題とします。 

 提案理由の説明の説明を求めます。平松町長。 

○町長（平松 秀一）  諮問１号人権擁護委員の推薦についてでございます。 

 人権擁護委員に下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条３項の規定により、本議会

の意見を求めるものでございます。 
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 住所、糟屋郡須恵町大字旅石１６４番地８、氏名、大塚信夫、生年月日、昭和２９年７月６日

６７歳、任期、令和４年１月１日より令和６年１２月３１日まで。 

 提案理由として、本件に上げております大塚信夫氏が、令和３年１２月３１日をもって任期満

了となるため、その後任として再任をお願いするものでございます。本人の経歴については、次

ページに付けておりますので御参照ください。 

 諮問第２号人権擁護委員の推薦についてでございます。 

 人権擁護委員に下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、本議

会の意見を求めるものでございます。 

 住所、糟屋郡須恵町大字植木１７１４番地１、氏名、田中真由美、生年月日、昭和３１年

１０月９日６４歳、任期、令和４年１月１日より令和６年１２月３１日まで。 

 提案理由といたしましては、人権擁護委員東郷行美氏が、令和３年１２月３１日をもって任期

満了のため、その後任として田中真由美氏を提案するものでございます。本人の経歴については、

次ページに添付しておりますので御参照ください。よろしく審査お願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本案は人事案件でありますので、討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。討論を省略し、諮問第１号について採決に入りま

す。本案に御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、諮問第１号人権擁護委員の推薦については、

原案のとおり賛成することに決定しました。 

 諮問第２号について採決に入ります。本案に御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、諮問第２号人権擁護委員の推薦については、

原案のとおり賛成することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

○議長（松山 力弥）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。次の本会議は９月９日午前

９時から行います。 

 本日はこれにて散会します。 

午前11時48分散会 
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